
ウチヤの「働き方改革」
ウチヤ・サーモスタット株式会社では、
工場自動化、業務の効率化により
 ・残業時間の短縮
　（労使協定により月 45 時間以内、
　  年 360 時間以内に制限）
 ・有給休暇取得の奨励
 ・育児休業制度の活用
に取り組んでいます。


